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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月5日(2008.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）：

【化１】

（式中、R1、R2 およびR3 はそれぞれ独立してメチルまたはエチルを表し、そしてR4 は
水素またはメチルを表す）
のジアルコキシアルキルホスフィン酸アルキルの製造方法であって、次亜リン酸塩を式（
II）：
【化２】

（式中、R1、R2、R3 およびR4 は上記のとおりである）
の化合物と、溶媒および酸の存在下で反応させる、上記方法。
【請求項２】
　次亜リン酸塩が、次亜リン酸アンモニウム、次亜リン酸ナトリウムおよび次亜リン酸カ
リウムから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　式（II）の化合物が、トリメチルオルトホルメート、トリエチルオルトホルメート、ト
リメチルオルトアセテートおよびトリエチルオルトアセテートから選択される、請求項１
または２に記載の方法。
【請求項４】
　酸が、メタンスルホン酸、硫酸、三フッ化ホウ素エテラートおよびトリフルオロメタン
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スルホン酸から選択される、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　酸が５％未満の水を含有する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　酸が２％未満の水を含有する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　溶媒がトルエンまたはトルエンとエタノールの混合物から選択される、請求項１～６の
いずれかに記載の方法。
【請求項８】
　方法が０℃から２０℃の温度で行われる、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　方法が１から２０時間の間に行われる、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　R1 がエチル、R2 がエチルおよびR3 がエチルである、請求項１～９のいずれかに記載
の方法。
【請求項１１】
　R4 がエチルである、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法で得られたジアルコキシアルキルホスフィン酸アルキルを用いて
製造した医薬を哺乳動物に投与することからなる、疾患の治療方法。
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